
安保法（戦争法）とは？
次の法律の改正

• 自衛隊法

• 周辺重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法

律（周辺事態法→重要影響事態法）

• 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（国連平和維持活動法）

• 周辺重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（船舶検査活動

法）

• 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民

の安全の確保に関する法律（事態対処法）

• 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我

が国が実施する措置に関する法律（米軍行動関連措置法）

• 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律（特定公共施設利用

法）

• 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法

律（海上輸送規制法）

• 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律（捕虜取扱い

法）

• 国家安全保障会議設置法

および、

国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等

に関する法律（国際平和支援法）

前10本の法律の改正が「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛

隊法等の一部を改正する法律」という法律であるため、略して「安保法制」などと呼ばれ

ています。

　平川が自分の理解の助けのために私的に作ったものを参考までに提供するもので、内容の正しさを保証するものでは

ありません。間違いを見つけたら指摘して下さると助かります。

　見出しは、平川がつけました。条文に付随する見出しは略してあります。条文中、削除箇所を取り消し線で、追加箇

所を下線で、それぞれ示しました。国会で議論の中心となった、大きな修正のみを取り上げており、修正全てを網羅し

ているわけではありません。また、条名・号名の変更は修正の印をつけていないことがあります。

　見出しのつけ方、もう少し工夫できそうな気がする…
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自衛隊法　改正の内容

日本が攻撃を受けない場合にも範囲を拡大
第三条

　自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に

対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる

ものとする。

第七十六条

　内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃（以下「武力攻撃」という。）が

発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた

次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊

の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及

び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法

律（平成十五年法律第七十九号）第九条の定めるところにより、国会の承認を得なけれ

ばならない。

一  　  我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部から

の武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態

二  　  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の

存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な

危険がある事態

第八十四条の四

　防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、周辺事態に

際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 （平成十一年法律第

六十号）又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 （平成十二年法律

第百四十五号）次の各号に掲げる法律の定めるところにより、後方地域支援としての物

品の提供それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。

一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

（平成十一年法律第六十号） 後方支援活動としての物品の提供

二 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成十二年法律第

百四十五号） 後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供

三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（平成四年法律第七十九号） 

大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する物品の

提供

四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支

援活動等に関する法律（平成二十七年法律第  七十七  号） 協力支援活動としての物

品の提供

２　防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めると

ころにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
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一　周辺重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する

法律 　防衛省の機関又は部隊等による後方地域支援活動としての役務の提供及び

部隊等による後方地域捜索救助活動

二　周辺重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 　部隊等による

船舶検査活動及びその実施に伴う後方地域支援活動又は協力支援活動としての役務

の提供

三　国際緊急援助隊の派遣に関する法律 （昭和六十二年法律第九十三号）　部隊等

又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物

資の輸送

四　国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 （平成四年法律第七十九

号）　部隊等による国際平和協力業務及び、委託に基づく輸送及び大規模な災害に

対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊に対する役務の提供

五  　  国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支

援活動等に関する法律  　  部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等

による捜索救助活動 

武器の使用をする
第八十四条の三

　防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えら

れるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措

置（輸送を含む。以下「保護措置」という。）を行うことの依頼があつた場合において  、

外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承

認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。

一  　  当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が

現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為（国際的な武力紛争

の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一

項において同じ。）が行われることがないと認められること。

二  　  自衛隊が当該保護措置（武器の使用を含む。）を行うことについて、当該外国

（国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う

機関がある場合にあつては、当該機関）の同意があること。

三  　  予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための

部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保さ

れると見込まれること。

２  　  内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同

項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。

３  　  防衛大臣は、第一項の規定により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から同

項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護
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することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認めら

れる者（第九十四条の五第一項において「その他の保護対象者」という。）の生命又は

身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができる。

第九十四条の六

　第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛

官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、自己又は当該各号に定める者の生命

又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、

当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。

一 　第八十四条の五第二項第一号に規定する後方地域支援活動としての役務の提供

又は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官　自己と共に当該職

務に従事する者自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行

うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地（重要

影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一

条第五項に規定する宿営地をいう。）に所在する者の生命又は身体を防護するため

やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

二 　第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊

等の自衛官　自己又は自己と共に当該職務に従事する者現場に所在する他の隊員若

しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護する

ためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

三 　第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官

（次号及び第五号に掲げるものを除く。）　自己又は自己と共に現場に所在する他

の隊員（第二条第五項に規定する隊員をいう。）、国際平和協力隊の隊員（国際連

合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条 に規定する協力隊の隊員をい

う。）又は若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己

と共にその宿営する宿営地（同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。）に

所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の

理由がある場合

四　第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和

維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類す

るものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官  　  前号に定める場合又は

その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若

しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相

当の理由がある場合

五　第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和

維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛

官  　  第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しよう

とする活動関係者（同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。）の生命若しくは
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身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合

六　第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜

索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官  　  自己又は自己と共に現場に所在す

る他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己

と共にその宿営する宿営地（国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外

国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地

をいう。）に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると

認める相当の理由がある場合

第九十四条の五

　第八十四条の三第一項の規定により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する

自衛官は、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行う

に際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生

命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があ

ると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で

武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合

のほか、人に危害を与えてはならない。

２  　  第八十九条第二項の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について

準用する。

３  　  第一項に規定する自衛官は、第八十四条の三第一項第一号に該当しない場合であつて

も、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその

職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない

必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断さ

れる限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該

当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

第九十五条の二

　自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織（次項に

おいて「合衆国軍隊等」という。）の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資

する活動（共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除

く。）に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防

護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必

要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三

十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

２  　  前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認め

るときに限り、自衛官が行うものとする。

米軍に弾薬を提供できるようにする
第百条の六
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　防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊（アメリカ合衆国の軍隊を

いう。以下この条及び次条において同じ。）から要請があつた場合には、自衛隊の任務

遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提

供を実施することができる。

一 　自衛隊との共同訓練を行う合衆国軍隊（周辺事態に際して我が国の平和及び安

全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号 及び武力攻撃事態等に

おけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二

条第四号 に規定する合衆国軍隊を除く。第三号から第五号までにおいて同じ。）

一  　  自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊

（重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する合衆国軍隊、武力攻撃事態

等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施す

る措置に関する法律第二条第六号に規定する特定合衆国軍隊、同条第七号に規定す

る外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施

する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規

定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第四号まで及び第六

号から第十一号までにおいて同じ。）

二  　  部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を

行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び

区域の警護を行う合衆国軍隊

三  　  自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当

該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

四  　  自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を

破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所

在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

六  　  自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及

びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動

と同種の活動を行う合衆国軍隊

九  　  自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我

が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に

現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

十一  　  第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な

活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞

在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合

衆国軍隊

４　第一項に規定する物品の提供には、武器（弾薬を含む。）の提供は含まないものとす

る。
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周辺事態法　改正の内容

地域的制約をなくす
名称

周辺重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

第一条

　この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事

態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態（以下

「周辺重要影響事態」という。）に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続そ

の他の必要な事項を定め際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約（以下「日米安保条約」と

いう。）の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との

連携を強化し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

第三条

　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

一　合衆国軍隊等　重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活

動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する

活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいう。

二　後方地域支援活動　周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動

を行っているアメリカ合衆国の軍隊（以下「合衆国軍隊」という。）合衆国軍隊等

に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域に

おいて我が国が実施するものをいう。

三 　後方地域捜索救助活動　周辺重要影響事態において行われた戦闘行為（国際的

な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同

じ。）によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動（救助

した者の輸送を含む。）であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

三 　後方地域　我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実

施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周

辺の公海（海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同

じ。）及びその上空の範囲をいう。

２　後方地域支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供

（次項後段に規定するものを除く。）は、別表第一に掲げるものとする。

３　後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等（自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五

号）第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。）が実施するものとする。この場合に

おいて、後方地域捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該
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活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等の部隊に対して後方地域支援活動として行う自

衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。

第四条

　内閣総理大臣は、周辺重要影響事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施すること

が必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画

（以下「基本計画」という。）の案につき閣議の決定を求めなければならない。

一　前条第二項の後方地域支援活動

二　前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援活動として実施する措置

であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるも

の

三　後方地域捜索救助活動

四　船舶検査活動法第二条 に規定する船舶検査活動（以下「船舶検査活動」とい

う。）

２　基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一　対応措置に関する基本方針

一  　  重要影響事態に関する次に掲げる事項

イ  　  事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響

ロ  　  我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由

二　前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針

三　前項第一号又は第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる

事項

イ　当該後方地域支援に係る基本的事項

ロ　当該後方地域支援の種類及び内容

ハ　当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項

ニ　その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項

四　後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項

イ　当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項

ロ　当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関す

る事項

ハ　当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の後方地域支援活動

の実施に関する重要事項（当該後方地域支援活動を実施する区域の範囲及び当

該区域の指定に関する事項を含む。）

ニ  　  当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第三項後段の後方支援活動を自衛

隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自

衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

ホ　その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項

五　船舶検査活動法船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実
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施する船舶検査活動に関する法律第四条第一項 に規定する事項

六　前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類

及び内容並びにその実施に関する重要事項

七　第三号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のう

ち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実

施に関する重要事項

八　対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又

は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重

要事項

九　対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

３　前条第二項の後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う同条第三項後段

の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国（第二条第四項に規定する

機関がある場合にあっては、当該機関）と協議して、実施する区域の範囲を定めるもの

とする。

４　第一項及び前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第六条

　防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援と

しての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。

２　防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊による役

務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省

の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

３　防衛大臣は、前項の実施要項において、当該後方地域支援実施される必要のある役務

の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全

に実施することができるように当該後方支援活動を実施する区域（以下この条において

「実施区域」という。）を指定するものとする。

４　防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満

たさないものとなったにおいて、自衛隊の部隊等が第三条第二項の後方支援活動を円滑

かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該後方

支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やか

に、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

５　第三条第二項の後方地域支援活動のうち公海又はその上空における輸送我が国の領域

外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該輸

送後方支援活動を実施している場所又はその近傍において、戦闘行為が行われるに至っ

た場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当

該輸送後方支援活動の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつ

つ、前項の規定による措置を待つものとする。

６　第二項の規定は、同項の実施要項の変更（第四項の規定により実施区域を縮小する変

9



更を除く。）について準用する。

第十一条

　第六条第二項（第七条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において

同じ  。）の規定により後方地域支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ  、

又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛

官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する現場に所在する

他の自衛隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。）

若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のため

やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に

必要と判断される限度で武器（自衛隊が外国の領域で当該後方支援活動又は当該捜索救

助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定によ

り基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。）を使用す

ることができる。

２　第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等

の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事す

る者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場

合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

２ 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなけ

ればならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受け

るいとまがないときは、この限りでない。

３  　  第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりか

えって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防

止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行

われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

４　前二項第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法（明治四十年法律第四十五

号）第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

５  　  第六条第二項の規定により後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜら

れ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の

自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地（宿営のために使用す

る区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項

において同じ。）であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があっ

た場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することが

できる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措

置をとる当該要員と共同して、第一項の規定による武器の使用をすることができる。こ

の場合において、同項から第三項まで及び次項の規定の適用については、第一項中「現

場に所在する他の自衛隊員（自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項にお

いて同じ。）若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは
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「その宿営する宿営地（第五項に規定する宿営地をいう。次項及び第三項において同

じ。）に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第五項に規定する合衆国軍隊等の

要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第二項及び第三項中「現場」とある

のは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員（同法第二条第五項に規

定する隊員をいう。）」とする。

６ 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第六条第二項の規定により後方支援活動として

の自衛隊の役務の提供（我が国の領域外におけるものに限る。）の実施を命ぜられ、又

は第七条第一項の規定により捜索救助活動（我が国の領域外におけるものに限る。）の

実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪

に関しては適用しない。

弾薬の提供、戦闘機への給油を可能にする
別表１

種類 内容

補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供

輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及

び役務の提供

修理及び整

備

修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並び

にこれらに類する物品及び役務の提供

医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び

役務の提供

通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務

の提供

空港及び港

湾業務

航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれ

らに類する物品及び役務の提供

基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提

供

宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提

供

保管 倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及

び役務の提供

施設の利用 土地又は建物の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提

供

訓練業務 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する

物品及び役務の提供

備考

　一　物品の提供には、武器（弾薬を含む。）の提供を含まないものとする。
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　二　物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対す

る給油及び整備を含まないものとする。

　三　物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送（傷病者の輸送中

に行われる医療を含む。）を除き、我が国領域において行われるものとする。
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国連平和維持活動法　改正の内容

国連主導でない活動への参加
第一条

　この法律は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動及

び国際的な選挙監視活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施

計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続、国際平和協力隊の設置等について定め

ることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対す

る物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のた

めの努力に積極的に寄与することを目的とする。

第二条

　政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以

外の者の協力等（以下「国際平和協力業務の実施等」という。）を適切に組み合わせる

とともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、

国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選

挙監視活動に効果的に協力するものとする。

２　国際平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであって

はならない。

３　内閣総理大臣は、国際平和協力業務の実施等に当たり、国際平和協力業務実施計画に

基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

４　関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、国際平和協力業務の実施等に関し、

国際平和協力本部長に協力するものとする。

第三条

　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

一　国際連合平和維持活動　国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、

武力紛争の当事者（以下「紛争当事者」という。）間の武力紛争の再発の防止に関

する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保

護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援

助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するためにことを目的として国

際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持すると

の紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争

当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合（武力紛争が発生して

いない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場

合）に、国際連合事務総長（以下「事務総長」という。）の要請に基づき参加する

二以上の国及び国際連合によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施され
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るもののうち、次に掲げるものをいう。

イ  　  武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、

当該活動が行われる地域の属する国（当該国において国際連合の総会又は安全保

障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。

以下同じ。）及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場

合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

ロ  　  武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなっ

た場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われること

についての同意がある場合に実施される活動

ハ  　  武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の

属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発

生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施さ

れる活動

二　国際連携平和安全活動　国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会

理事会が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われ

る地域の属する国の要請（国際連合憲章第七条１に規定する国際連合の主要機関

のいずれかの支持を受けたものに限る。）に基づき、紛争当事者間の武力紛争の

再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅

威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織

の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持すること

を目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるものの

うち、次に掲げるもの（国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。）

をいう。

イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当

該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることにつ

いての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった

場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることに

ついての同意がある場合に実施される活動

ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属

する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生

を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施され

る活動
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国際平和支援法の内容

米軍の後方支援＝兵站を担う
第一条

　この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するため

に国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が

国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの（以下「国際

平和共同対処事態」という。）に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支

援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする  。

第二条

　政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救

助活動又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律（平成十二年法

律第百四十五号）第二条に規定する船舶検査活動（国際平和共同対処事態に際して実施

するものに限る。第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。）（以下

「対応措置」という。）を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安

全の確保に資するものとする。

２ 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない  。

３ 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為（国際的な武力紛争の一環として行

われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。）が行われている現場では

実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動につ

いては、この限りでない。

４ 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該

外国（国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う

機関がある場合にあっては、当該機関）の同意がある場合に限り実施するものとする。

５ 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づ

いて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。 

６ 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣

に協力するものとする。
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